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国道１３号福島西道路 （福島市大森）
車線通行規制を行います

国道13号福島西道路において、福島西道路南伸工事のため、令和４年６月１０日
（金）から１車線通行規制（終日）を行います。
終日（２４時間）規制のため、通勤時間帯等において渋滞が発生することが予想され

ます。道路利用者の皆さまにおかれましては、通行経路の変更または、時間に余裕を
もった通行をしてくださいますようご協力をお願いいたします。

みなみふくしまていしゃじょう

１．規制区間 ：国道13号福島西道路 自：福島市大森西ノ内（県道南福島停車場線交差点）
ふくしま し おおもりにし の うち

至：福島市大森上谷地（大森高田交差点）
ふくしま し おおもりかみ や じ おおもりたか だ

２．規制内容 ：① 上り線１車線規制
令和4年6月10日（金）～ 令和4年8月10日（水）予定 終日

② 下り線１車線規制
令和4年8月17日（水) ～ 令和4年12月28日（水）予定 終日

なお、天候状況等により、規制期間が変更となる場合があります。

３．その他 ：・福島西道路下り線を１車線規制する際は、県道南福島停車場線の右折車
線についても１車線に規制します。

・歩道は全線通行可能ですが、一部幅員減少となります。（別紙のとおり）
・上記以外に作業時のみ交通規制を行う場合がありますので、現地の交通
誘導員の指示に従ってください。

＜記者発表先＞福島県政記者クラブ、福島市政記者クラブ

問 い 合 わ せ 先

国土交通省 東北地方整備局 福島河川国道事務所
電話０２４－５４６－４３３１（代表）

副 所 長 伊藤 英和 （内線２０５）
い と う ひでかず

工務第二課長 八鍬 孝憲 （内線４１１）
や く わ たかのり



走行車線
規制箇所

走行車線の規制について（１） （別紙）

出典：国土地理院地図に規制区間情報を追記して掲載
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走行車線の規制について（２）

【概略図】 走行車線 規制前
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凡例

車両進行方向 ：

規制中走行車線：

工事規制帯 ：

①上り１車線規制 令和4年6月10日（金）～令和4年8月10日（水）

②下り１車線規制 令和4年8月17日（水）～令和4年12月28日（水）
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